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令和 3 年度

品川区 一 般 会 計 予 算

令和 3年度品川区の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 182，480，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、 「第 1表歳入歳出予算J

による。

(債務負担行為)

第 2条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間および限度額は、 「第 2表債務負担行為Jによる。

(特別区債)

第3条 地方自治法第 230条第 1項の規定により起こすことができる特別区債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第3表特別区債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5，000，000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5条 地方自治法第 220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した職員給与費(給料、職員手当等および共済費)に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の聞の流用。

令和 3年 2月 17日提出

品川区長 演野 健



― 8 ―

第 1表 歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

千円

1特別区税 49，391，400 

1特別区民税 46，217，000 

2軽自動車税 134，400 

3特別区たばこ税 3，040，000 

2地方譲与税 552，300 

1地方揮発油譲与税 140，000 

2 自動車重量譲与税 380，000 

3森林環境譲与税 32，300 

3利子割交付金 120，000 

1利子割交付金 120，000 

4配当割交付金 620，000 

l配当割交付金 620，000 

5株式等譲渡所得割交付金 600，000 

1株式等譲渡所得割交付金 600，000 

6地方消費税交付金 10，290，000 

1地方消費税交付金 10，290，000 

7環境性能割交付金 80，000 

1環境性能割交付金 80，000 

8地方特例交付金 190，000 

1地方特例交付金 190，000 

9特別区交付金 38，800，000 

1特別区財政調整交付金 38，800，000 

10交通安全対策特別交付金 29，000 

1交通安全対策特別交付金 29，000 

11分担金及び負担金 2，471，616 

1負担金 2，471，616 
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款 項 金 額

千円

12使用料及び手数料 4，276，775 

l使用料 3，633，609 

2手数料 643， 166 

13国庫支出金 28，581，531 

1国庫負担金 24，359，349 

2国庫補助金 4，214，793 

3国庫委託金 7，389 

14都支出金 17，117，246 

1都負担金 6，341，975 

2都補助金 9，234，271 

3都委託金 1，541，000 

15財産収入 828，350 

1財産運用収入 827，731 

2財産売払収入 619 

16寄附金 13，451 

1寄附金 13，451 

17繰入金 15，253，237 

l基金繰入金 15，253，237 

18繰越金 3，000，000 

1繰越金 3，000，000 

19諸収入 6，865，094 

1延滞金，加算金及び過料 40， 196 

2特別区預金利子 141 

3貸付金元利収入 500， 777 

4受託事業収入 4，029，678 

5収益事業収入 621， 196 
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款 項 金 額

千円

6雑入 1，673，106 

20特別区債 3，400，000 

1特別区債 3，400，000 

歳 入 i口k 計 182，480，000 
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歳 出

款 項 金 額

千円

1議会費 834，362 

1議会費 834，362 

2総務費 19，932，642 

l総務管理費 8，282，252 

2地域振興費 8，389，773 

3徴税費 1，104，939 

4戸籍及び住民基本台帳費 1，411，529 

5選挙費 527，481 

6統計調査費 130，474 

7監査委員費 86， 194 

3民生費 93，556，629 

1社会福祉費 26，120，396 

2児童福祉費 53，659，132 

3生活保護費 13， 777， 101 

4衛生費 18，051，445 

1保健衛生費 9，168，851 

2環境費 3，554，659 

3清掃費 5，327，935 

5産業経済費 4，055，570 

l産業経済費 4，055，570 

6土木費 21，731，060 

1土木管理費 900，882 

2道路橋梁費 2，777，023 

3河川費 4，079，409 

4都市計画費 10，067，246 

5建築費 1，787，452 
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款 項 金 額

千円

6住宅費 801，281 

7防災費 1，317，767 

7教育費 22，617，959 

1教育総務費 5，150，599 

2学校教育費 17，467，360 

8公債費 1，200，333 

1公債費 1，200，333 

9予備費 500，000 

1予備費 500，000 

歳 出 A口、 計 182，480，000 
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第 2表
イ責 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

千円
品川区土地開発公社からの用地取得 令和3年度 品川区が品川区土地開発公社から取得する

用地費

令和13年度

品川区土地開発公社に対する債務保証 令和3年度 品川区土地開発公社が協調融資団および金
融機関から借入れる予定の事業資金(借入

令和13年度 残高含む)50億円および利子相当額

高齢者住宅あっせんに伴う住宅家主に対する損失補償 令和3年度 3，918 

令和5年度

障害者住宅あっせんに伴う住宅家主に対する損失補償 令和3年度 246 

令和5年度
f 

中小企業事業資金融資あっせんに伴う金融機関に対する損 令和3年度 融資あっせん目途額20，000千円に対する元
失補償 金等損失額

令和10年度

公共事業施行による移転資金融資あっせんに伴う金融機関 令和3年度 融資あっせん目途額120，000千円に対する
に対する損失補償 元金等損失額

令和23年度

新庁舎整備基本構想・基本計画策定委託 令和4年度 19，800 

総合区民会館大規模改修工事 令和4年度 6，347，700 

令和5年度

総合区民会館大規模改修工事監理委託 令和4年度 101，060 

令和5年度

品川歴史館茶室改築設計委託 令和4年度 14，426 

小山台住宅等跡地複合施設基本設計委託 令和4年度 35，710 

西大井三丁目障害者グループホーム建設実施設計等委託 令和4年度 18，205 

一本橋児童センタ}改築工事 令和4年度 273，685 

令和5年度

一本橋児童センター改築工事監理委託 令和3年度 16，480 

令和5年度

中原児童センタ}改築基本・実施設計委託 令和4年度 25，600 

一般会計
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事 項 期 間 限 度 額

千円
三ツ木保育園本園舎整備工事 令和4年度 474，900 

三ツ木保育園本園舎整備工事監理委託 令和4年度 22，990 

~ 

一本橋保育園本園舎整備工事 令和4年度 555，667 

令和5年度

一本橋保育園本園舎整備工事監理委託 令和3年度 33，460 

令和5年度

中原保育園改築基本・実施設計委託 令和4年度 29，800 

(仮称)西大井三丁目防災広場実施設計等委託 令和4年度 6，029 

大崎駅北口自由通路整備計画検討委託 令和4年度 70，000 

広町地区整備事業化検討委託 令和3年度 70，312 

令和4年度

しながわ区民公園北側ゾーン改修工事(第1期) 令和4年度 700，000 

しながわ区民公園北側ゾーン改修工事施工監理委託(第 1 令和4年度 10，000 
期)

浜川雨水排水管建設事業取水管切替工事 令和4年度 30，000 

浜川雨水排水管建設事業取水管切替工事施工監理委託 令和4年度 2，400 

第四日野小学校校舎等改築工事 令和4年度 6，100，200 

令和8年度

第四日野小学校校舎等改築工事監理委託 令和4年度 212，900 

令和8年度

一般会計
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第 3表特別区債

(単位千円)

起債の方法

起債の目的 F艮 度
証券の発行または証書借入の方法により政府

額

その他より起債する。

証券の発行の場合における発行価格は、額面

100円につき 98円以上とする。

手リ 率

年 3.0% 以内

学校施設整備 3，400，000 
ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資

金および公営企業金融公庫資金について、利率

の見直しを行った後においては、当該見直し後

の利率とする。

償還の方法

起債のときより据置期間を含め 25年以内に

元利均等その他の方法により償還をする。

ただし、融資条件または財政上の都合により

計 3，400，000 
繰上償還することができる。

そ の 他

起債発行事務その他の都合により本年度にお

いて未発行のものがある場合は、翌年度におい

て繰越発行することができる。
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第 6号議案

令和 3 年度

品川区国民健康保険事業会計予算
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令和 3 年度

品川区国民健康保険事業会計予算

令和 3年度品川区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34，958，086千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、 「第 1表歳入歳出予算」

による。

(歳出予算の流用)

第 2条 地方自治法第 220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費、国民健康保険事業費納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の聞の流用。

令和 3年 2月 17日提出

品川区長 演野 健
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第 1表 歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

千円

1国民健康保険料 9，417，410 

l国民健康保険料 9，417，410 

2使用料及び手数料 120 

1手数料 120 

3国庫支出金 1 

l国庫補助金 l 

4都支出金 21，675，085 

1都負担金・補助金 21，675，085 

5繰入金 3，620，636 

1繰入金 3，620，636 

6繰越金 200，000 

l繰越金 200，000 

7諸収入 44，834 

1延滞金，加算金及び過料 1，203 

2雑入 43，631 

歳 入 メ口ー、 計 34，958，086 
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歳出

款 項 金 額

干円

1総務費 789，679 

l総務管理費 789，679 

2保険給付費 21，478，427 

l療養諸費 18，633，732 

2高額療養費 2，654，913 

3移送費 201 

4出産育児諸費 134，468 

5葬祭費 30， 100 

6結核・精神医療給付金 25，012 

7傷病手当金 1 

3国民健康保険事業費納付金 12，104，989 

1医療給付費分 8，346，157 

2後期高齢者支援金等分 2，574，392 

3介護納付金分 1，184，440 

4保健事業費 329，436 

1特定健康診査等事業費 316，284 

2保健事業費 13， 152 

5諸支出金 55，555 

1償還金及び還付金 55，555 

6予備費 200，000 

1予備費 200，000 

歳 出 i口h、 計 34，958，086 
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第 7号議案

令和 3 年度

品川区後期高齢者医療特別会計予算
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令和 3 年度

品川区後期高齢者医療特別会計予算

令和 3年度品川区の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8，956，119千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、 「第 1表歳入歳出予算J

による。

(歳出予算の流用)

第 2条地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

総務費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。

令和 3年 2月 17日提出

品川区長 演野 健
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第 1表 歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

千円

1後期高齢者医療保険料 4，394，512 

1後期高齢者医療保険料 4，394，512 

2使用料及び手数料 3 

1手数料 3 

3広域連合支出金 31，998 

1広域連合負担金 7，338 

2広域連合補助金 24，660 

4繰入金 4，302，489 

I繰入金 4，302，489 

5繰越金 1 

1繰越金 l 

6諸収入 227，116 

1受託事業収入 226，293 

2雑入 823 

歳 入 メロ玉、 計 8，956，119 
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歳出

款 項 金 額

千円

1総務費 211，880 

1総務管理費 171，920 

2徴収費 39，960 

2分担金及び負担金 8，269，794 

1広域連合負担金 8，269，794 

3保健事業費 294， 787 

1保健事業費 294， 787 

4保険給付費 152，320 

1葬祭費 152，320 

5諸支出金 7，338 

1償還金及び還付加算金 7，338 

6予備費 20，000 

1予備費 20，000 

歳 出 i口L 計 8，956，119 
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第 8号議案

令和 3 年度

品川区介護保険特別会計予算
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令和 3 年度

品川区介護保険特別会計予算

令和 3年度品川区の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26，837，909千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、 「第 1表歳入歳出予算」

による。

(歳出予算の流用)

第 2条 地方自治法第 220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

総務費、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3年 2月 17日提出

品川区長 演野 健
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第 1表 歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

千円

1保険料 5，933，598 

1介護保険料 5，933，598 

2使用料及び手数料 1 

l手数料 l 

3国庫支出金 5，772，176 

1国庫負担金 4，317，901 

2国庫補助金 1，454，275 

4支払基金交付金 6，915，464 

1支払基金交付金 6，915，464 

5都支出金 3，840，891 

1都負担金 3，587，946 

2都補助金 252，945 

6財産収入 56 

1財産運用収入 56 

7繰入金 4，336，410 

1一般会計繰入金 4，335，591 

2基金繰入金 819 

8繰越金 20，000 

1繰越金 20，000 

9諸収入 19，313 

l雑入 19，312 

2延滞金，加算金及び過料 1 

歳 入 i口h、 計 26，837，909 
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歳出

款 項 金 額

千円

1総務費 706，336 

1総務管理費 476，304 

2徴収費 45，338 

3介護認定審査会費 172，888 

4趣旨普及費 10，084 

5介護保険制度推進委員会費 1，117 

6地域密着型サービス事業者指定等事務費 605 

2保険給付費 24，339，178 

l居宅介護サービス等諸費 15，349，714 

2施設介護サービス費 6，522，744 

3介護予防サービス等諸費 1，056，382 

4その他諸費 26，365 

5高額介護サービス等費 848， 133 

6特定入所者介護サービス等費 522，347 

7特別給付費 13，493 

3地域支援事業費 1，765，339 

1介護予防・生活支援サービス事業費 1， 086， 862， I 

2一般介護予防事業費 197，433 

3包括的支援事業・任意事業費 478，194 

4その他諸費 2，850 

4基金積立金 56 

1基金積立金 56 

5諸支出金 7，000 

1償還金及び還付加算金 7，000 

6予備費 20，000 

1予備費 20，000 
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款 項 金 額

千円

歳 出 i口k 計 26，837，909 
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第 9号議案

令和 3 年度

品川区災害復旧 特別 会計 予算
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令和 3 年度

品川 区災 害復旧特別会計予算

令和 3年度品川区の災害復旧特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1，500，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分の金額は、 「第 1表歳入歳出予算」によ

る。

令和 3年 2月 17日提出

品川区長 演野 健
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第 1表 歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

千円

1繰入金 1，500，000 

1，500，000 

歳 入 よ口』 計 1，500，000 

歳出

款 項 金 額

千円

I災害復旧費 1，500，000 

I 1災害復旧費 1，500，000 

歳 出 i口h 計 1，500，000 
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